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定例会とは１年に４回開かれる議会のことです。
３月定例会では、以下の日程で、令和８年度予算を含む30件の議案を審議しました。

▶3月定例会の流れ
27日

開　会
議会に議案が出されます。

3・4日
一般質問

議員が町長などの執行機関に対し
て、町政全般に関する質問、報告、
説明を求めます。

12日
議案に対する質疑

提出された議案に対して質疑を
行います。

13・16・17日
3常任委員会

それぞれの分野に分けて詳しく
審査をします。

委員会の種類
●文教厚生委員会
●総務企画委員会
●建設経済委員会

24日
討論・採決

討論で賛成・反対の意見を伝え、
議案について可否を求めます。

　常任委員会とすることは、特別委員会の意義からも長年検討されてきました。時代
に合わせた広報等に対処するべく、動画配信を始めるこのタイミングで常任委員会と
することを決めました。

　令和８年６月議会から、武豊町議会の一般質問の模様が
YouTubeで視聴できるようになります。
　チャンネル登録、よろしくお願いします！

　『武豊町議会議員の政策形成能力の向上、議会の
審議機能の強化により、町政の進展および町民の
福祉の向上に寄与すること』を目的として、年額
６万円を各議員に交付される条例が議員提案議案として制定されました。
　各議員が事業先進地を視察に行ったり、自己研鑽に努めたり、見識を深め、より良
い武豊町のために活かしていきます。
　報告書等を議会ホームページで公表していきますのでぜひご確認ください！

『議会だより特別委員会』から『広報委員会』へ

動画配信始めます！

より良い町づくりをめざして！

一般質問をYouTubeで配信します！

政務活動費の交付に関する条例制定！

議会

議会

議会

武豊町議会HP▶▶▶

区長会の行政視察研修目的は。

これまでは主に災害関係の施設を視察していた
だいており、災害時に地域の代表としてどのよ
うな行動をするかを研修していただいた。

行政の視察は増えているのに、予算がないから
区長会の視察はいらないと説明をするのか。

必要ないということではな
く、行政改革の一環として、
今回は予算がつかなかった
という説明になる。

　議会は、安定的な町政運営のため、鳥羽町長就
任以来、不在が続いていた副町長の選任を早期に
行うことを要望してきました。今定例会において、
同意議案として上程され、議会は同意しました。

＜プロフィール＞
東浦町在住・昭和41年生
元・中部経済産業局

0102
総務人事

区長会などの視察旅費
削減？！

副町長決まる！

　令和７年度に計上されていた費用弁
償、特別旅費は、区長会行政視察研修
に係る費用である。

　副町長の選任は、不在だった体制を補い、安
定した町政運営につながる大切な一歩です。議
会としても心強く感じています。これまでの経
験を活かし、任期の中で町の発展にご尽力いた
だくことを期待しています。

　この1年、今までの委員長が切り拓いた道を、一歩一歩着実に歩んでまいりました。常任委員会とな
り、動画配信の開始など、新たな取り組みも少しずつ実を結びつつあります。「中学生にも伝わる広報」
を目指し、わかりやすく届けることで、より多くの方に議会を身近に感じていただきたい―――それが
私の最も大切にしたい想いです。次の委員長が迷わず前へ進めるよう、道筋を整えながら、これからも
日々改善に取り組んでまいります。今後ともよろしくお願いいたします。

武豊町副町長に、

中
なか

窪
くぼ

  浩
ひ ろ

美
み

  氏を選任。

予算金額ゼロ

議員から質問！

議長のひとこと 広報委員長のひとこと

※議案とは、会議で決定するための提案

附帯決議あり、関連記事P.8

令和8年 第1回定例会　2月27日（金）～ 3月24日（火）

予算総額  256億7155万円（特別会計などを含む）

谷川健一郎
委員長 梶田　進 松本万之甲斐百合子

副委員長久野　勇石川よしはる
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監察担当の位置づけは。
子どもたちのいじめの相談先を増やすという点。学校や教育委員会に相談しにくいと思っている子ど
も・保護者を救う。外部機関として第三者的な立場から迅速に問題解決を導く。

監察担当の組織体制は。
基本的には人事秘書課職員の兼務を考えている。町の対応として問題がないか法的アドバイスをいた
だくため、弁護士への相談体制を整えている。

CIO補佐官の専門的知識とは。
高度なデジタル技術に関する知見、業務効率化の実践力、持続可能な人材育成能力、調整能力と指導力、
自治体や民間企業で実績のあること。

CIO補佐官を登用するとどのように住民サービスが向上するのか。
システムの導入や効率化の基盤づくりに活用するほか、オンライン申請やキャッシュレス決済の促進、
申請や問診の簡略化につなげたい。

ICT支援員の人員を増やしていく考えは。
ICT支援員は、専門的な知識が必要となることから、コストが高くなっている。支援員からスキルを
得た教員が、他の教員と共有し学校全体のスキルアップができるよう取り組んでいく。

教職員等に対し、技術指導や講習・研修は。
生成AIの教育現場への導入に向け、ICT支援員の助言をもとにガイドラインの作成を進めている。今後、
ICT支援員から教職員向けの研修を行い、効果的な学習方法の研究を進める。

減額された理由は。
冨貴管理区保全会の解散に伴うもの。

保全会が解散した後の作業はどうするのか。
解散後も活動が継続されることを期待している 
が、地元と調整を図りながら維持管理に努める。

支給時期を入学準備時期にすることはできなかったのか。
制服自体に補助するのではなく、就学援助受給者でも受け取れる入学祝い
金という制度で設計し、支給日は入学後の5月となる。

対象者375名の中に就学援助受給者要保護、準要保護に該当する方も
含まれているということでよいか。
支給対象として含んでいる。

スズメバチの巣の撤去事業を始めた理由はわかっているか。
スズメバチ類の支障による事故を防止し、町民の生活の安全を確保する
ことを目的。

住民から巣の撤去の問合せや要望があった場合はどうするのか。
事業廃止後も引き続き、窓口相談や電話対応、広報誌・HP・SNS等で情
報発信するとともに、専門業者の紹介や管理責任の啓発を行っていく。

0306

0407

0508

いじめ
対策

政策
推進

いじめ相談窓口を増やしますデジタル活用で便利な行政へ

学校ＩＣＴ活用を支援します農地を地域で守ります

中学校入学時の負担を軽減しますスズメバチ駆除の予算削減

　小中学校いじめ案件に関し、従来の教育部局での取り
組みに加え、首長部局（監察担当）にいじめの通報・相
談窓口を設置。

　デジタル行政やDX・AIの専門的知見を有したCIO補佐官の
登用、デジタル技術を活用した書かない窓口を含む住民サービ
スの向上、業務の効率化、デジタル人材育成などを進める。

　教職員や児童生徒がICT機器を効率的に活用するため
ICT支援員を配置し、活用方法の指導、授業支援、教員
への研修を実施。

　農地が持つ多面的機能（環境保全・防災など）を維持、向上させるための活動に対して支援を
行います。主に農業用水路、ため池の維持管理、法面の草刈り作業などで、国、県、町の補助金
で実施しています。

　制服などの入学準備品や、新入学時に生じる様々な学校
生活費の経済的負担を軽減する目的で祝い金を支給する。

　私有地にできたスズメバチの巣の駆除は、土地所有者の責任で
あり、従来の原則に立ち返るため、令和７年度をもって事業を廃
止することとした。町有地にできた巣は、所管課が駆除する。

議員から質問！

議員から質問！議員から質問！

議員から質問！議員から質問！

学校農業

学校環境

予算金額36.5万円予算金額92.2万円

予算金額1963万円

予算金額750万円予算金額ゼロ

議員から質問！

予算金額706万円
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議員から質問！

物価高騰対応重点支援給付金定額給付分給付事業費　2億9368万円

第１回（１月29日）
第２回（２月10日） 緊急性の高い議案に対応するため招集臨時会

　第１回臨時会にて、『物価高騰対応重点支援給付金定額給付分給付事業費』を含む補正予算案に対して、全員反
対で否決しました。
　第２回臨時会では、第１回で否決した案件を除く補正予算案など、職員給与に関する議案などを可決しました。

議案第1号令和７年度武豊町一般会計補正予算（第９号）

１世帯１４０００円支給案

私は単身世帯だから
14000円支給は助かるけど・・・

10人世帯でも、
支給されるのは 14000円？

議員討論 町議会の議員討論は、お互いに議論を交わし合うこと
ではなく、賛否の理由を述べることにより自分の意見
に賛成・同調することを他の議員に求めることです。

議案第27号 令和８年度武豊町一般会計予算

　町長の公約優先で、消防団や区長
らの視察費が削減された。行政協力
者への敬意を欠く予算はなり手不足

を助長する。また、全世帯一律の制服祝い金給付
は、財政調整基金を削る「バラマキ」であり、困

窮世帯への支援に留めるべき
だ。いじめ対策についても、他
自治体のモデルを安易に導入す
るのではなく、教育委員会の体
制強化こそが優先されるべきで
ある。町の活力を削ぎ、将来の
財政を圧迫する予算編成には反
対する。

　本予算は多くの事業が廃止・縮小され、町民の
理解を得られる内容ではない。特に民生委員や生
産組合などの視察研修費が計上されず、地域を支
える団体の機能低下や「なり手不足」の加速が懸

念される。一方で、職員の視察
費増額や本町の現状にそぐわな
い「寝屋川モデル」のいじめ対
策、一律の現金給付など、優先
順位に疑問が残る事業も見受け
られる。地域を支える方々の思
いに応えた住民本位の予算とは
言い難く、反対する。

　AI・DX推進の実現性や町長部局主導のいじめ対策に疑問。環境・住民活動の軽視に加え、各種負担金
支出や不透明な地元協力金など、優先順位を欠く予算編成のため反対する。

　本予算は、給食費無償化や拠点整
備などの基盤維持に加え、いじめ対
策や制服祝い金、DX推進といった
新ニーズに応えるバランスの取れた内容だ。持続
可能な財政運営と町の発展に資するものと評価す
る。一方、各種委員の視察費削
減は調整不足が懸念されるた
め、年度内の柔軟な対応を強く
要望する。単なる実績に基づく
予算減額に留まらず、高い目標
を掲げた執行を期待し、未来へ
の投資となる本予算案に賛成す
る。

　町長就任後初の予算として、新体制のビジョン
を形にした挑戦的な内容を評価する。慣例予算の
徹底見直しによる歳出削減や、物価高騰下での給
食費公費負担など、子育て支援への重点配分を支
持。一方で、専門人材登用や
DX等の新規事業には、エビデ
ンスに基づく効果検証と迅速な
軌道修正を強く求める。町民が
「変化」と「安心」を実感でき
る持続可能な町政運営を期待
し、本予算案に賛成する。

政和クラブ 
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世帯給付にした理由は。
世帯14000円の根拠として、世帯が負担する水道基本
料金１年分の支援、世帯で負担するお米等の食糧費の
支援である。

1世帯14000円給付以外のメニューは検討されたか。
給食費の物価高騰分の支援、または無償化、商品券の
配布等があった。

議案第37号 武豊町国民健康保険税条例の一部改正について

　徴収方法が不透明で負担増を招き、医療保険に無関係な子育て支援の費用
を、被保険者に負担させる条例改正に反対する。

議案第38号 武豊町介護保険税条例の一部改正について

　税制改正に伴う保険料負担の軽減を維持せず、前年度並みの算定を維持し、
対象者の不利益が懸念される改正に反対する。

反対

反対

団体単位での補助金 
にした理由は。

スポーツ安全保険の 
加入は、安全確保の観点から必須と考えており、
その保険料相当額を補助金とし、均等割で１団
体あたりの固定金額で設定。

人数の多い団体は、使いにくい制度という
印象を受けるがヒアリング等を実施したの
か。

団体へのヒアリングは実施していない。既存の
スポーツ少年団体の考え方をもとに設定した。

0910
地域産業

地域クラブ活動を
応援します

みそ蔵を後生に
残すために

　地域クラブ活動団体（28団体想定）
の活動に対する補助金。１団体あたり
22500円。

　みそ蔵の建築規制緩和のための関係
機関協議資料等の作成。（みそ蔵が集
積の里中地区・小迎地区は住居系の用

途地域であり、現状では面積制限・原動機出力制限等
の規制で再建築が難しい） 議員から質問！

議員から質問！

予算金額63万円予算金額887.7万円

令和７年度の内容と効果、 
令和８年度の内容と今後の進め方は。

令和７年度は、対象区域の設定、作業場面積や
原動機出力の調査、規制緩和の検討、都市計画
図書素案の作成、国との協議資料作成等を実施。
効果は、規制緩和手法の課題等の洗い出しがで
きた。令和８年度は、引き続き愛知県と連携し、
国との協議を進めていく。今後は、都市計画図
書の作成、各種都市計画手続き、住民説明会、
都市計画審議会等の開催、条例案の作成等を進
めていく予定。

否決

反対 賛成

1 日でも早く各世帯に届けることに理解しつつも、
「公平性」に重きを置いていただきたい意思表示
をしました。

議員の意見
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業

③
中
学
校
制
服
等
入
学
祝
い
金

④
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
施
設
整

備
事
業
⑤
公
共
施
設
Ｌ
Ｅ
Ｄ

照
明
化
⑥
Ｄ
Ｘ
推
進
の
た
め

の
外
部
人
材
登
用
⑦
行
政
経

営
改
革
支
援
業
務
委
託
が
挙
げ

ら
れ
る
。

Q
予
算
案
は
町
民
へ
ど
の
よ
う

な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
込
め
た
か
。

町長
限
ら
れ
た
政
策
的
経
費
に

し
っ
か
り
と
優
先
順
位
を
つ
け
、

持
続
可
能
な
行
政
経
営
が
で
き

る
武
豊
町
を
目
指
す
第
一
歩
を

踏
み
出
す
、
と
い
う
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
込
め
た
。

Q
個
別
避
難
計
画
に
お
い
て
、

「
避
難
支
援
者
」
の
責
任
と
権

限
は
。

総
支
援
者
の
善
意
に
基
づ
く

避
難
活
動
を
可
能
な
範
囲
で

行
っ
て
い
た
だ
く
も
の
で
、
法

的
な
責
任
や
義
務
を
負
う
も
の

で
は
な
く
、
避
難
支
援
に
必
要

な
範
囲
で
個
人
情
報
を
知
る
権

限
と
情
報
を
適
切
に
扱
う
責
任

が
生
じ
る
。

Q
時
間
帯
に
よ
り
、
近
隣
事
業

者
や
店
舗
な
ど
へ
協
力
要
請
を

し
て
は
ど
う
か
。

総
効
果
的
な
仕
組
み
づ
く
り

に
つ
い
て
、
調
査
研
究
し
て
い

く
。

　新年度予算の特徴は
　重点施策で財政健全化を

※一般質問の記事は質問者本人が編集しています。

一般質問とは、町議会議員が町政全般について現状や方針を問うものです。
議長として、各議員が活発な議論ができるよう公平・公正な議事運営に努
めます。

一般質問
町政を問う

総  総務部　　 企  企画部　　 福  健康福祉部　　 経  生活経済部　　 建  建設部　　 教  教育部《答弁部署の略号》

農業に対する
取組みは？

町内にある
保育園は
民営化されるの？

町の地域
公共交通は？

　町のお金は
　　どのように
使われる予定なの？

　　　▲行政も AI・DX 推進

石川よしはる議長

町長自身初の予算編成となる
が、その特徴と重点施策を問
う。　

あさひ 石
いしはら

原 壽
じゅろう

朗

他23議案は全員賛成により可決されました。 議案の採決結果一覧はこちら▶▶▶

採決結果で意見が分かれた議案（３月定例会） ○：賛成　●：反対　－：欠席　議長は採決に加わりません。

会　派　名 あさひ きずな 公明党
議員団

政和
クラブ たけとよ 無会派

採
決
結
果議案

番号 議　案　名

石
原　
壽
朗

谷
川
健
一
郎

鈴
木　
絢
賀

石
川　
喜
次

青
木　
信
哉

鈴
木　
一
也

鳥
居　
美
和

甲
斐
百
合
子

石
川
よ
し
は
る

南　
　
賢
治

福
本　
貴
久

久
野　
　
勇

櫻
井　
雅
美

梶
田　
　
進

松
本　
万
之

本
村　
　
強

議案
第27号 令和８年度武豊町一般会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○

議 

長

● ○ ○ ○ ● ○ ○ 可

議案
第27号 　附帯決議案 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 可

議案
第28号

令和８年度武豊町国民健康保険事業特
別会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 可

議案
第29号

令和８年度武豊町後期高齢者医療特別
会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 可

議案
第30号

令和８年度武豊町介護保険事業特別会
計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 可

議案
第33号 武豊町債権管理条例の制定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 可

議案
第37号

武豊町国民健康保険税条例の一部改正
について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 可

議案
第38号

武豊町介護保険条例の一部改正につい
て ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 可

附帯決議案の概要

　今定例会に提出された『議案第27号 令和８年度武豊町一般会計予算』に対する附帯決議案の概要は以下のと
おりです。

　令和８年度予算において、区長会および消防団役員の視察研修費が計上されていません。自治振興の根幹を支
える区長会と、町民の生命を守る消防団は、本町にとって不可欠な組織です。視察研修は、先進事例の収集や組
織の結束強化、機能の維持・向上に重要な役割を果たしており、予算の未計上は研鑽の機会を奪うのみならず、
深刻な「なり手不足」をさらに加速させる懸念があります。よって、本町の自治振興と防災体制の維持に万全を
期すため、令和８年度において以下の事項を確実に実施することを決議します。

１．武豊町区長会視察研修を実施すること。
２．武豊町消防団役員視察研修を実施すること。

附帯決議が可決されました
附帯決議とは・・・

　予算などの議案を可決する際、町長側に対して、特に配慮してほしい事項や今後の改善点などを条件や要望として付け
加えるものです。
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　持続可能な農業にするには

　予算案と総合計画の整合性は

　担い手の育成と農地の集約

　計画を基本に効果的に反映

　

農
地
の
集
積
・
集
約
を
促
進

し
地
域
農
業
を
発
展
さ
せ
る
た

め
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法

が
改
正
さ
れ
、
10
年
先
を
見
据

え
た
農
地
利
用
を
明
確
化
す
る

「
地
域
計
画
」
を
策
定
し
た
。

Q
10
年
後
20
年
後
の
農
業
の
将

来
像
と
農
地
の
集
約
化
は
。

経
ス
マ
ー
ト
農
業
な
ど
新
技

術
を
取
り
入
れ
な
が
ら
担
い
手

の
育
成
、
農
地
の
集
約
化
を
推

進
す
る
。

Q
有
機
農
業
、
循
環
型
農
業
の

考
え
は
。

経
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
ビ
レ
ッ
ジ

宣
言
を
行
い
、
有
機
農
業
の
推

進
拠
点
づ
く
り
や
普
及
活
動
に

取
り
組
ん
で
い
る
。

　

ま
た
、
循
環
型
農
業
は
地
域

で
発
生
し
た
資
源
（
牛
糞
、
鶏 

糞
、
大
豆
絞
り
か
す
等
）
を
有

効
利
用
し
、
農
業
と
地
域
社
会

の
持
続
的
発
展
を
促
進
す
る
た

め
、
今
後
も
取
り
組
み
を
推
進

す
る
。

Q
農
業
離
れ
の
背
景
と
そ
の
対

策
は
。

経
高
齢
化
、
新
規
就
農
者
の

減
少
、
農
業
経
営
の
不
安
定
さ

な
ど
が
要
因
と
考
え
る
。

　

県
や
農
業
協
同
組
合
、
農
業

改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
な
ど
関
連

機
関
と
連
携
し
、
栽
培
技
術
指

導
や
経
営
相
談
を
実
施
し
て
い

る
。
収
益
確
保
に
繋
が
る
就
農

計
画
の
作
成
、
農
機
具
導
入
支

援
な
ど
を
実
施
し
、
農
業
の
魅

力
向
上
と
経
営
安
定
を
総
合
的

に
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
。

　

消
防
団
や
区
長
は
、
地
域
を

支
え
る
代
表
的
な
存
在
で
あ
る
。

担
い
手
不
足
が
深
刻
で
あ
り
、

組
織
運
営
に
支
障
が
で
な
い
の

か
。
本
町
の
防
災
力
や
区
民
活

動
に
影
響
は
な
い
の
か
。

Q
新
年
度
予
算
案
と
総
合
計
画

と
の
整
合
性
と
、
反
映
状
況
は
。

　

総
総
合
計
画
の
目
標
を
達
成

す
る
た
め
毎
年
度
作
成
す
る
実

施
計
画
を
基
本
と
し
、
各
事
業

な
ど
が
効
果
的
に
推
進
で
き
る

よ
う
予
算
反
映
さ
せ
た
。

Q
第
６
次
総
合
計
画
は
前
体
制

で
策
定
さ
れ
た
計
画
で
あ
る
が
、

鳥
羽
町
政
は
、
こ
の
計
画
を
全

面
的
に
継
承
す
る
の
か
。

町長
守
る
べ
き
と
こ
ろ
は
守
る
、

変
え
る
べ
き
と
こ
ろ
は
変
え
る
。

Q
廃
止
・
縮
小
す
る
事
業
に
つ

い
て
は
、
地
域
活
動
や
将
来
的

な
リ
ス
ク
ま
で
十
分
検
討
し
て

の
判
断
か
。

町長
廃
止
・
縮
小
を
決
定
し
た

事
業
に
つ
い
て
は
、
費
用
対
効

果
や
社
会
・
経
済
情
勢
、
公
平

性
等
を
総
合
的
に
検
討
し
、
住

民
サ
ー
ビ
ス
へ
の
影
響
を
考
慮

し
た
上
で
判
断
し
た
。

　

各
種
団
体
の
視
察
な
ど
に
つ

い
て
一
定
の
効
果
は
認
め
つ
つ
、

一
律
に
精
査
し
た
と
答
弁
さ
れ

た
。
町
民
の
た
め
に
尽
力
い
た

だ
い
て
い
る
団
体
へ
の
予
算
廃

止
は
、
意
欲
低
下
に
繋
が
る
と

懸
念
す
る
。
他
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
活
動
へ
の
影
響
も
心
配
で

あ
る
。

会 

派 

代 

表

消防団や区長などの研修費が
廃止。現場で活動する方の意
欲低下に繋がらないか懸念。

きずな 鈴
すずき

木 一
かずなり

也

高齢化で農業者が減少、有休
農地が拡大する中、将来の農
業はこれからどうなる。

たけとよ 久
くの

野　勇
いさむ

　

会 

派 

代 

表

Q
学
習
障
害
の
特
性
に
早
期
に

気
づ
く
た
め
、
教
職
員
に
対
す

る
研
修
や
支
援
体
制
は
ど
の
よ

う
に
整
備
さ
れ
て
い
る
か
。

教
特
別
支
援
教
育
で
は
、
早

期
発
見
と
適
切
な
支
援
に
つ
な

げ
る
た
め
、
教
員
向
け
の
勉
強

会
や
研
修
会
を
実
施
し
て
い
る
。

Q
担
任
が
デ
ィ
ス
レ
ク
シ
ア
な

ど
の
可
能
性
を
心
配
す
る
児
童

生
徒
に
気
が
つ
い
た
場
合
、
学

校
内
で
ど
の
よ
う
な
支
援
に
つ

な
げ
て
い
る
か
。

教
町
の
特
別
支
援
教
育
相
談

員
が
巡
回
指
導
の
場
で
支
援
方

法
の
指
導
を
受
け
、
個
に
合
わ

せ
た
支
援
を
行
っ
て
い
る
。

Q
長
久
手
市
な
ど
先
進
事
例
も

参
考
に
し
な
が
ら
、
本
町
と
し

て
、
ど
の
よ
う
に
支
援
体
制
の

充
実
を
図
っ
て
い
く
考
え
か
。

町長
特
別
支
援
教
育
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
な
ど
で
専
門
的
な
研

修
を
受
け
、
全
教
員
で
情
報
共

有
を
す
る
こ
と
を
、
教
育
委
員

会
に
提
案
す
る
。
ま
た
、
教
職

員
の
働
き
方
改
革
と
と
も
に
、

子
ど
も
を
助
け
る
た
め
の
政
策

と
し
て
、
企
業
版
ふ
る
さ
と
納

税
を
活
用
し
て
「
個
に
応
じ
た

発
達
へ
の
対
応
研
修
」
を
、
実

証
事
業
と
し
て
実
施
で
き
な
い

か
方
法
を
探
っ
て
い
く
。
デ
ィ

ス
レ
ク
シ
ア
も
含
め
た
特
性
を

持
つ
子
ど
も
の
対
応
を
教
員
が

産
業
医
な
ど
の
専
門
家
チ
ー
ム

に
相
談
や
、
研
修
が
受
け
ら
れ

る
体
制
の
構
築
が
で
き
な
い
か
、

前
向
き
に
進
め
て
い
く
。

※
デ
ィ
ス
レ
ク
シ
ア

脳
の
機
能
発
達
の
偏
り
に
よ
っ
て
文

字
の
読
み
書
き
に
著
し
い
困
難
が
生

じ
る
学
習
障
害
の
一
種

　本町として支援体制の充実は
　研修会を実施して取り組む

い
じ
め
解
消
モ
デ
ル
事
業

Q
教
育
委
員
会
以
外
が
行
わ
な

い
と
い
た
だ
け
な
い
補
助
金
な

の
か
。

企
教
育
委
員
会
以
外
で
な
い

と
出
な
い
補
助
金
で
あ
る
。

Q
い
じ
め
重
大
事
態
が
発
生
し

た
場
合
の
責
任
の
所
在
は
。

教長
調
査
・
報
告
は
ま
ず
教
育

委
員
会
が
行
い
、
町
長
が
必
要

と
認
め
た
場
合
は
、
再
調
査
を

町
主
体
で
行
う
。
責
任
は
教
育

委
員
会
に
あ
る
。

各
種
団
体
の
視
察
費

Q
視
察
に
行
け
ば
町
に
と
っ
て

何
か
し
ら
有
益
な
情
報
を
得
て

く
る
。
特
に
消
防
団
、
区
長
、

民
生
委
員
の
視
察
を
廃
止
す
る

こ
と
に
つ
い
て
不
満
を
聞
い
て

い
る
が
ど
う
か
。

町長
ご
意
見
に
関
し
て
は
、
真

摯
に
受
け
止
め
て
い
る
。
毎
年

優
先
順
位
を
見
直
し
な
が
ら
町

民
の
要
望
に
応
え
ら
れ
る
予
算

編
成
を
し
て
い
く
。

　

中
学
校
制
服
等
入
学
祝
い
金
、

一
律
２
万
円
は
、
鳥
羽
町
長
の

選
挙
前
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
や
チ

ラ
シ
に
も
謳
っ
て
い
ま
す
が
、

費
用
が
か
か
る
の
は
、
中
学
校

入
学
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

保
育
園
入
園
・
小
学
校
入
学
等

は
ど
う
す
る
の
か
。
偏
っ
た
子

育
て
支
援
は
賛
同
で
き
な
い
。

　新年度の予算編成の留意点は
　持続可能な財政運営を進める

ディスレクシアは、決して努
力不足や怠慢によるものでは
ありません。学習障害です。

公明党議員団 鳥
とりい

居 美
みわ

和

　　　▲ディスレクシア学習障害

町が行う各種事業の減額や廃
止について住民から聞かれる
が、町長の考えと回答してい
る。

政和クラブ 南
みなみ

　賢
けんじ

治
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個 

人 

質 

問

個 

人 

質 

問
　住宅街の空き地の雑草問題は

　保育園の民営化への考えは

　土地所有者に管理を依頼する

　町民とともに考えていく

Q
雑
草
繁
茂
状
態
の
住
宅
街
の

空
き
地
は
、
害
獣
や
害
虫
の
発

生
に
よ
る
近
隣
住
民
と
の
ト
ラ

ブ
ル
や
、
枯
れ
草
に
た
ば
こ
等

の
不
始
末
が
あ
れ
ば
火
災
発
生

の
リ
ス
ク
、
ゴ
ミ
の
不
法
投
棄

に
よ
り
秩
序
の
な
い
場
所
に
な

り
得
て
し
ま
う
。
こ
れ
ら
の
空

き
地
の
所
有
者
へ
の
注
意
喚
起

は
ど
の
よ
う
に
さ
れ
て
い
る
か
。

町長
町
に
寄
せ
ら
れ
る
通
報
、

苦
情
、
相
談
を
受
け
、
職
員
が

現
地
確
認
す
る
。
近
隣
へ
の
影

響
を
判
断
し
、
文
書
も
し
く
は

口
頭
で
注
意
喚
起
し
て
い
る
。

Q
土
地
所
有
者
が
不
明
で
連
絡

が
つ
か
な
い
場
合
は
、
行
政
代

執
行
を
適
用
し
て
い
た
だ
け
る

の
か
。

経
町
で
は
、
雑
草
の
刈
り
取

り
の
義
務
が
条
例
で
明
確
に
規

定
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
行
政

代
執
行
を
行
う
法
的
根
拠
が
な

い
状
況
で
あ
る
た
め
、
実
施
は

極
め
て
難
し
い
も
の
と
考
え
る
。

Q
「
武
豊
町
環
境
保
全
条
例
50

条
」
に
反
す
る
状
態
が
長
年
続

く
場
合
は
、
区
や
常
会
単
位
で

独
自
に
対
策
は
と
っ
て
よ
い
か
。

　

経
こ
の
条
文
は
、
主
に
樹
木

の
管
理
に
つ
い
て
規
定
し
て
お

り
、
雑
草
の
刈
り
取
り
に
つ
い

て
は
明
確
な
義
務
と
し
て
具
体

的
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
責

任
は
土
地
を
管
理
す
る
方
に
あ

る
と
認
識
す
る
が
、
区
や
常
会

単
位
で
独
自
に
対
策
を
行
う
こ

と
の
是
非
に
つ
い
て
は
、
町
と

し
て
判
断
す
る
立
場
に
な
い
。

Q
民
営
化
に
よ
り
期
待
で
き
る

効
果
は
。

町長
民
間
の
創
意
工
夫
を
活
か

し
た
送
迎
バ
ス
や
英
語
教
育
な

ど
の
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
が

可
能
に
な
る
と
と
も
に
、
将
来

の
施
設
更
新
費
用
等
の
町
負
担

を
抑
え
、
持
続
可
能
な
園
運
営

を
維
持
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。

Q
公
立
保
育
園
が
持
つ
「
公
平

性
」「
持
続
性
」「
安
定
性
」
が

失
わ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
が
。

　
　

福
「
移
管
先
法
人
の
厳
格
な

選
定
」「
円
滑
な
引
継
」「
継
続

的
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
」
の
３
点

の
対
応
を
行
い
、
公
立
園
の
良

い
面
も
継
承
し
て
い
く
。

Q
民
間
園
の
送
迎
バ
ス
の
置
き

去
り
防
止
な
ど
、
子
ど
も
の
安

全
対
策
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ

て
い
く
の
か
。

福
主
に
「
基
準
の
徹
底
」
と

「
現
地
で
の
確
認
」
を
行
い
、

安
全
な
保
育
環
境
の
確
保
に
努

め
て
い
く
。

Q
南
保
育
園
が
民
営
化
さ
れ
る

ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
は
。

福
令
和
８
年
度
は
事
業
者
の

公
募
・
選
定
、
令
和
９
～
10
年

度
で
設
計
及
び
建
設
を
行
い
、

令
和
11
年
４
月
の
開
園
を
目
標

と
し
て
い
る
。
開
園
前
に
は「
合

同
保
育
」
等
の
期
間
を
設
け
、

円
滑
な
引
継
ぎ
を
進
め
る
。

Q
今
後
保
護
者
等
へ
の
説
明
は
。

福
地
元
区
、
保
護
者
へ
順
次

説
明
し
不
安
解
消
に
努
め
る
。

▲雑草繁茂状態の住宅街空き地

空き地を適正に管理すること
により、住民の良好な生活環
境の保全に資することとなる。

松
まつもと

本 万
かずゆき

之

保育園の民営化の効果と、デ
メリットや懸念事項の改善策
について問う。

あさひ 石
いしかわ

川 喜
よしじ

次

▲民営化が予定される保育園

　近隣市町との差別化は
　選ばれる町になるよう努める

Q「
総
合
計
画
後
期
基
本
計
画
」

で
は
、
前
期
基
本
計
画
の
「
住

み
よ
い
か
ら
、
住
み
た
い
ま
ち

へ
」か
ら
、「
選
ば
れ
る
ま
ち
へ
」

と
名
称
と
方
針
が
変
更
さ
れ
た
。

近
隣
市
町
と
の
差
別
化
を
含
め
、

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
戦
略
を

持
っ
て
施
策
を
展
開
し
て
い
く

の
か
伺
う
。

建
町
内
４
箇
所
を
産
業
系
土

地
利
用
検
討
ゾ
ー
ン
と
し
て
位

置
付
け
、
武
豊
北
イ
ン
タ
ー
チ 

ェ
ン
ジ
周
辺
・
武
豊
イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ
周
辺
・
町
南
部
の
都

市
計
画
道
路
知
多
東
部
線
計
画

地
沿
線
・
Ｊ
Ｅ
Ｒ
Ａ
東
側
臨
海

部
埋
立
地
の
４
つ
の
ゾ
ー
ン
を

公
民
で
連
携
し
、
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
る
こ
と
で
「
選
ば
れ
る

ま
ち
」
と
な
る
よ
う
努
め
て
い

く
。

Q
広
報
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

の
発
信
に
と
ど
ま
ら
ず
、
事
業

の
「
必
要
性
」
だ
け
で
な
く
「
リ

ス
ク
や
負
担
」
も
含
め
、
町
民

が
自
分
事
と
し
て
納
得
で
き
る

よ
う
な
丁
寧
な
説
明
が
必
要
で

あ
る
と
考
え
る
が
見
解
を
伺
う
。

総
今
後
は
「
情
報
の
質
」
と

「
タ
イ
ミ
ン
グ
」
な
ど
を
重
視 

し
、
事
業
の
メ
リ
ッ
ト
・
必
要

性
だ
け
で
な
く
、 

想
定
さ
れ
る

リ
ス
ク
・
負
担
や
な
ぜ
こ
の
事

業
や
政
策
に
至
っ
た
の
か
の
流

れ
も
、
わ
か
り
や
す
く
公
表
す

る
こ
と
で
、 

町
民
が
正
し
い
認

識
を
も
ち
、
自
分
事
と
し
て
と

ら
え
て
い
た
だ
け
る
よ
う
努
め

て
い
く
。

議会を活性化させることは、
混乱を招いたり、揉め事を
作ったりすることではない。

たけとよ 福
ふくもと

本 貴
たかひさ

久

　企業版ふるさと納税の活用は
　令和8年度に新制度を創設

Q
広
告
事
業
の
現
状
は
。

　
　

企
令
和
７
年
度
は
公
共
施
設

33
万
５
千
円
、
広
報
た
け
と
よ

80
万
５
千
円
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

バ
ス
26
万
円
。
ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ

イ
ツ
事
業
は
令
和
５
年
度
か
ら

５
年
間
の
契
約
を
し
て
お
り
、

年
間
50
万
６
千
円
で
あ
る
。

Q
令
和
８
年
度
以
降
の
新
た
な

ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ（
命
名
権
）

の
予
定
は
。

企
図
書
館
、
総
合
体
育
館
、

中
央
公
民
館
に
つ
い
て
募
集
を

考
え
て
い
る
。

Q
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
の
活

用
は
。

企
令
和
８
年
度
か
ら
「
企
業

版
ふ
る
さ
と
納
税
型
地
域
活
性

化
推
進
事
業
補
助
金
」
制
度
の

創
設
を
考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、

寄
附
金
を
原
資
に
し
て
、
企
業

が
本
町
の
地
方
創
生
に
関
わ
る

事
業
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き

る
制
度
で
あ
る
。

Q
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
通
じ

て
多
く
の
人
か
ら
寄
附
を
募
る

仕
組
み
の
こ
と
）
の
活
用
は
。

企
本
町
の
財
政
状
況
か
ら
、

今
後
の
自
治
体
経
営
に
お
い
て
、

重
要
な
手
法
の
一
つ
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
。「
ふ
る
さ
と
納

税
」
や
「
企
業
版
ふ
る
さ
と
納

税
」と「
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ

ン
グ
」
を
掛
け
合
わ
せ
た
仕
組

み
も
あ
り
、
で
き
る
と
こ
ろ
か

ら
活
用
し
て
い
き
た
い
。

「入るを量りて出ずるを制す」
収入増加とムダの削減は町の
大事な取り組み。

本
もとむら

村　強
つよし
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個 

人 

質 

問
　体罰は監察室事案になるのか

　ワークショップでの意見は

　保護者意見から拡大していく

　地域公共交通計画へ反映

Q
体
罰
事
案
へ
の
私
の
質
疑
に

対
し
、教
育
委
員
会
か
ら
は
「
弁

護
士
法
第
72
条(

非
弁
活
動)

」

の
法
的
解
釈
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

監
察
室
の
役
割
に
体
罰
も
加
え
、

法
的
根
拠
に
基
づ
い
て
、
子
ど

も
の
権
利
を
守
る
べ
き
で
は
。

企
体
罰
に
関
し
ま
し
て
は
、

体
罰
を
し
た
教
員
の
懲
戒
処
分

な
ど
に
関
す
る
事
案
に
な
る
た

め
、
県
教
育
委
員
会
が
法
的
な

権
限
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

事
実
調
査
に
つ
い
て
は
、
地

方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営

に
関
す
る
法
律
第
43
条
に
よ
り

服
務
の
監
督
権
を
有
す
る
町
教

育
委
員
会
に
帰
属
す
る
。

　

監
察
担
当
と
し
て
は
、
内
容

を
聞
き
取
り
、
関
係
部
署
に
つ

な
ぐ
こ
と
が
主
な
役
割
と
な
り
、

個
別
事
案
に
直
接
介
入
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

　

相
談
窓
口
と
し
て
の
受
付
は

で
き
る
た
め
、
情
報
を
早
期
に

入
手
す
る
こ
と
で
、
迅
速
な
解

決
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
る
。

　

今
後
も
、
子
ど
も
の
権
利
や

最
善
の
利
益
を
最
優
先
に
考
え

た
町
の
取
り
組
み
と
し
て
、
監

察
担
当
の
み
な
ら
ず
、
教
育
委

員
会
や
関
係
部
署
と
連
携
し
対

応
す
る
。

Q
監
察
室
は
い
じ
め
だ
け
で
は

な
く
、
体
罰
な
ど
他
の
事
案
に

も
拡
大
す
る
の
か
。

町長
保
護
者
の
意
見
を
聞
き
な

が
ら
拡
大
し
て
い
く
。

　

体
罰
の
加
害
者
が
教
職
員
で

あ
れ
ば
、
調
査
は
第
三
者
機
関

が
必
要
。
監
察
室
設
置
に
、
子

ど
も
の
権
利
を
守
る
体
制
を
期

待
。

Q
地
域
公
共
交
通
に
つ
い
て
の

住
民
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
ど

の
よ
う
な
意
見
が
だ
さ
れ
た
か
。

町長
第
１
回
か
ら
第
３
回
で
は
、

ダ
イ
ヤ
改
正
や
車
両
の
増
便
、

ル
ー
ト
変
更
や
車
両
の
小
型
化

と
い
っ
た
利
便
性
の
向
上
策
か

ら
デ
ジ
タ
ル
化
や
近
隣
市
町
と

の
連
携
。
さ
ら
に
は
自
動
運
転

技
術
の
導
入
や
シ
ェ
ア
サ
ー
ビ

ス
の
活
用
、
道
路
環
境
の
整
備

に
至
る
ま
で
多
角
的
な
ア
イ
デ

ア
を
い
た
だ
い
た
。
第
４
回
、

第
５
回
で
は
運
行
方
法
の
見
直

し
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
、
最
後

の
６
回
目
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

で
は
次
の
よ
う
に
具
体
的
な
提

案
を
い
た
だ
い
た
。

●
バ
ス
に
関
し
て

①
運
行
時
間
の
延
長
を
含
め
朝

夕
と
昼
間
の
役
割
を
分
け
た
ダ

イ
ヤ
設
計
②
車
両
３
台
体
制
に

よ
る
細
や
か
な
循
環
ル
ー
ト
や

両
周
り
ル
ー
ト
の
組
合
せ
③
既

存
ル
ー
ト
か
ら
ゾ
ー
ン
制
へ
の

移
行
④
自
動
運
転
技
術
の
導
入

●
接
続
タ
ク
シ
ー
に
関
し
て

①
最
寄
り
の
バ
ス
停
に
限
定
し

な
い
主
要
目
的
施
設
ま
で
の
直

接
移
動
②
認
知
度
向
上
に
向
け

た
施
策
な
ど

Q
自
動
運
転
バ
ス
導
入
に
つ
い

て
費
用
な
ど
の
検
討
は
。

総
Ｅ
Ｖ
バ
ス
と
自
動
運
転
バ

ス
の
費
用
比
較
は
行
っ
た
。
国

の
補
助
金
を
活
用
で
き
る
導
入

か
ら
３
年
間
で
自
動
運
転
バ
ス

が
５
６
０
０
万
円
ほ
ど
安
価
と

な
る
。

体罰事案も監察室対象事案と
して、暴力から子どもの権利
を守るべき！

 櫻
さくらい

井 雅
まさみ

美

住民参加のワークショップの
意見を次期計画へ反映し、さ
らなる地域公共交通の充実を!

きずな 青
あおき

木 信
しんや

哉

個 

人 

質 

問
　中学生も利用可能か
　可能だが環境整備が課題

Q
学
校
と
家
庭
以
外
の
「
こ
ど

も
の
居
場
所
」
を
ど
の
よ
う
に

認
識
し
て
い
る
か
。

福
子
ど
も
が
心
身
と
も
に
安

心
し
て
過
ご
し
、
相
談
や
交
流

が
で
き
る
場
で
あ
る
と
同
時
に
、

相
談
や
支
援
の
入
り
口
と
な
る

役
割
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

Q
児
童
館
を
中
学
生
の
居
場
所

と
し
て
利
用
は
可
能
か
。

福
児
童
館
の
利
用
対
象
は
、

18
歳
ま
で
の
す
べ
て
の
子
ど
も
。

児
童
厚
生
員
と
つ
な
が
る
こ
と

が
で
き
る
「
相
談
の
入
り
口
」 

と
し
て
活
用
を
検
討
し
た
い
。

子
ど
も
の
意
見
を
反
映
し
た
、

新
た
な
児
童
館
の
あ
り
方
を
検

討
し
て
い
く
。

Q
ど
の
よ
う
な
課
題
が
あ
る
か
。

福
①
開
館
時
間
と
人
員
体
制

②
時
間
延
長
に
伴
う
財
源
確
保

③
時
間
延
長
に
伴
う
安
全
管
理

④
施
設
環
境
の
工
夫
が
考
え
ら

れ
る
。
子
ど
も
達
の
声
を
聴
き

な
が
ら
解
決
に
向
け
た
検
討
を

進
め
て
い
く
。

Q
児
童
館
以
外
の
「
新
た
な
居

場
所
づ
く
り
」
の
予
定
は
。

福
こ
ど
も
・
子
育
て
ア
ン

ケ
ー
ト
で
も
多
く
の
保
護
者
か

ら
「
武
豊
中
央
公
園
南
側
エ
リ

ア
」
に
要
望
が
あ
っ
た
。「
新

た
な
ま
ち
の
居
場
所
」
と
し
て

具
現
化
に
努
め
て
い
く
。

　個人情報保護は守れるのか
　より良い方向性を考える

Q
公
益
通
報
制
度
と
は
ど
の
よ

う
な
制
度
か
。

企
公
益
通
報
制
度
は
、
労
働

者
な
ど
が
不
正
の
目
的
で
は
な

く
、
企
業
な
ど
の
事
業
者
に
よ

る
一
定
の
不
法
行
為
を
組
織
内

の
窓
口
、
権
限
を
有
す
る
行
政

機
関
や
報
道
機
関
に
通
報
す
る

こ
と
を
い
う
。

Q
公
益
通
報
の
受
付
窓
口
の
設

置
状
況
、
調
査
機
関
の
事
務
・

構
成
は
。

企
町
職
員
な
ど
か
ら
の
「
内

部
公
益
通
報
窓
口
」
で
秘
書
広

報
課
が
窓
口
と
な
る
。
受
付
後
、

町
長
に
報
告
し
、
町
長
は
通
報

の
受
理
、
不
受
理
を
決
定
し
、

通
報
者
に
報
告
す
る
。

　

外
部
労
働
者
な
ど
か
ら
の

「
外
部
公
益
通
報
」
の
受
付
窓

口
は
、
各
所
管
課
が
行
う
。「
外

部
公
益
通
報
」
を
受
け
付
け
た

所
管
に
て
、
受
理
、
不
受
理
か

を
決
定
し
通
報
者
に
報
告
す
る
。

Q
公
益
通
報
者
の
秘
密
保
持
、

人
権
保
護
が
狭
い
庁
舎
内
で
守

れ
る
の
か
。
公
益
通
報
者
の
個

人
情
報
保
護
の
た
め
、
公
益
通

報
の
受
理
不
受
理
の
決
定
ま
で

は
、
第
三
者
（
弁
護
士
な
ど
）

が
関
与
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

企
「
武
豊
町
職
員
等
の
公
益

通
報
に
関
す
る
要
綱
」
で
通
報

者
を
保
護
す
る
た
め
の
厳
格
な

規
定
を
設
け
て
い
る
。
第
三
者

に
よ
る
外
部
窓
口
に
つ
い
て
は
、

有
効
な
手
段
と
考
え
ら
れ
る
。

今
後
、
そ
の
よ
う
な
窓
口
設
置

も
含
め
、
よ
り
良
い
方
向
性
に

つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

▲児童館を活用したイベント

児童館は、０歳から18歳未満
のすべての児童を対象とした
「児童厚生施設」。

公明党議員団 甲
かい

斐 百
ゆりこ

合子

庁舎内外で起こりうるハラス
メントなどを訴える公益通報
制度について考える。

共産党議員団 梶
かじた

田　進
すすむ

　

弁護士法第７２条

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬
を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審
査請求、再調査の請求、再審査請求等行
政庁に対する不服申立事件その他一般の
法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若し
くは和解その他の法律事務を取り扱い、
又はこれらの周旋をすることを業とする
ことができない。

▲コミュニティバスゆめころん
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次
回 

１
９
６
号
（
６
月
議
会
）
は 

８
月
１
日
発
行
予
定
で
す
。

▶議会へのご意見・ご感想はこちらへ
みなさんのご意見を気軽にお聞かせください。
郵送、電話、メール、ホームページから受付
しております。
〒470-2392 武豊町字長尾山２番地
☎ 0569－72－1111（議会事務局へ）

gikai@town.taketoyo.lg.jp
電子アンケートこちら▶▶▶▶▶ 

一般質問の様子は、ＣＣＮＣ（ケーブル
テレビ）で放映されます！

令和８年 第２回定例会（予定）

場所：役場２階議場
時間：建設経済委員会、討論・採決は14：00 ～
　　　その他は9：00 ～
※予定は変更する場合があります。
　武豊町議会ホームページをご確認
　ください。

日　付 内　容
６月２日（火） 議案の上程・説明
６月４日（木） 一般質問６月５日（金）
６月12日（金） 議案に対する質疑

６月15日（月） 総務企画委員会
建設経済委員会

６月16日（火） 文教厚生委員会
６月23日（火） 討論・採決

放送日は
６月13日（土）、６月20日（土）9：00～

議会を
傍聴できます！

どなたでも傍聴可能です。
２階議場へお気軽にお越
しください。

傍聴のご案内

日本画との出会い、そして再開 ̶ ̶̶̶̶
　高校２年生のとき、当時通っていた学習塾で
デッサンをしていたら「日本画っぽい」と言われ
て。それで院展を観に行ったら、もう完全に魅了
されてしまって。岩絵具の独特の輝きって、今も
全然変わらないんですよね。それがずっと続けて
いる一番の理由です。
　再開したのは息子の聡介が小４のとき。「ママ
は昔、画家になりたかったんだよね」ってつぶや
いたら、「今からでも遅くないんじゃない？」っ
て言われて、目から鱗でした。

子育てと日本画 ̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
　岩絵具って猛毒のものもあるので、子どもが小
さいころは画材を広げることすらできなくて。夜
中にこっそり光にかざして眺めるだけの時期も。
でも息子に「俺のかーちゃんすごい」って思って
もらえてるみたいで、自分を描いてもらえるのを
今も喜んでくれているのが何より嬉しいですね。

武豊が好きなところ、これからやりたいこと̶
　武豊って「いい感じに田舎」なんですよね。夜
もうるさくないし、季節ごとに虫の声が変わるの
が大好きで。それでいて不便じゃないのが最高で
す。
　町には、院展の作家を学校に招く日本画プロ
ジェクトにぜひ参加してほしいし、ギャラリーが

できたら嬉しいな。「自分が思っている以上に武
豊町はいろいろしてくれている」とは思っている
んですけどね。
　画家としては日々の微細な美しさを感じ取るセ
ンサーだけは鈍らせたくない。個人的には100キ
ロウォーク再挑戦に自転車日本一周、一回坊主に
もしてみたいんですよね（笑）。

ありがとう、武豊。ありがとう、マルディグラ。
　地元・武豊での初個展、そして快く場所を提供
してくださったマルディグラさんには心から感謝
しています。フルーツサンドやたまごサンドを買
いに来てたまたま絵と出会ってくれた方がいたこ
と、今まで遠くて来られなかった方が足を運んで
くれたこと、本当に嬉しかったです。マルディグ
ラさんがいてくれたから実現できた個展でした。
どうもありがとうございました。
　

武豊町出身

田
た

中
なか

 桃
もも

子
こ

 さん・聡
そう

介
すけ

 くん
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「今からでも
　遅くないんじゃない？」

2024 年　豊田市美術館公募展「Ｇ . Ａ . Ｍ展」
愛知県知事賞
半田市美術公募展「半田市美術展」市長賞

2025 年　豊田市美術館公募展「Ｇ . Ａ . Ｍ展」
外務大臣賞

2026 年　豊橋市美術館公募展「豊橋市民展」
日本画部門大賞

受賞歴


